
用途地域証明のオンライン申請を始めます。 

都市計画用途地域証明の申請がオンラインからできるようになりました。 
窓口で申請書を手書きすることなく、来庁せずに証明書（市長印無）、諸証明書を受け取れます。 
ただし、手数料の支払いは庁舎１階２番窓口でお願いします。 

（手数料の支払を行い、市長印を押印後、有効となります） 

【申請者】 

申請用紙に手書きで記入 
【申請者】 

スマホ・PC で入力 

【市】 

担当者がシステムに入力 

【市】 

用途地域の確認 

【市】 

証明書、諸証明書を発行 
（この時点で効力はありません。） 

【申請者】 

証明書、諸証明書を２番窓口に提

出、手数料支払い 

【市】 

証明書に公印押印 

【市】 

用途地域の確認 

【市】 

証明書、諸証明書をメールで送信 

【申請者】 

証明書、諸証明書を印刷 
（この時点で効力はありません。） 

【申請者】 

証明書、諸証明書を２番窓口に提

出、手数料支払い 

【市】 

証明書に公印押印 

（
担
当
者
が
不
在
の
場
合
、
証
明
書
の
発
行
が
後
日
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。） 

来
庁
す
る
必
要
が
あ
り
、
発
行
ま
で
１
５
分
か
ら
３
０
分
か
か
り
ま
す
。 

窓口申請 オンライン申請 

開庁日３日程度 

直
接
、
２
番
窓
口
へ
行
け
ま
す
。 

来
庁
す
る
必
要
が
な
く
、
庁
舎
で
の
待
ち
時
間
が
短
縮
さ
れ
ま
す
。 


